
告

示

20
番

号

福
島
県
水
産
種
苗
研
究
所
長

印
公

印

の

名

称

印

影

福
島
県
水
産
種
苗
研
究
所

長
公

印

管

理

者

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

台
風
第
十
五
号
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
郡
山
市
の
区
域
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
一

日
か
ら
災
害
救
助
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号)

に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

災
害
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

富
岡
町
大
玉
仮
設
診
療
所

安
達
郡
大
玉
村
大
字
玉
井
字
横
堀
平
一
五
八
│
一

平
成
二
三
年
八

六

月
一
日

新
地
歯
科
医
院

相
馬
郡
新
地
町
小
川
字
北
原
一
二
一
│
一

同

年
七

月
一
日

城
東
調
剤
薬
局

会
津
若
松
市
城
東
町
六
│
一
九

同

こ
く
ぶ
薬
局

湯
川
店

会
津
若
松
市
湯
川
町
一
│
五
四

同

年
八

月
一
日

ベ
ー
ス
薬
局

本
町
店

二
本
松
市
本
町
二
│
七
八

三
浦
ビ
ル
一
階

同

(

社
会
福
祉
課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る

件

三
六
二

○
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る

件

三
六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

三
六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
六
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

三
六
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
六
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

三
六
三

○
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を

命
ず
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

三
六
三

○
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た

公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に

係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関
す

る
法
律
に
よ
り
市
道
の
特
定
災
害
復
旧

等
道
路
工
事
を
行
う
件

三
六
四

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
六
四

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

三
六
四

○
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
が
あ
っ
た
件

三
六
四

○
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

三
六
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
六
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

三
六
七

正

誤

○
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
付
け
定
例

第
二
千
三
百
十
八
号
中

三
六
七



福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

て
ら
ま
ち
薬
局

ク
オ
ー
ル
薬
局

て
ら
ま
ち

須
賀
川
市
東
町
一
一
六
│
一

店

か
が
み
い
し
薬
局

ク
オ
ー
ル
薬
局

か
が
み
い

岩
瀬
郡
鏡
石
町
久
来
石
南
四
八

し
店

六

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

所

在

地

名

称

変

更

前

変

更

後

田
代
歯
科
医
院

須
賀
川
市
東
町
五
三
│
三

須
賀
川
市
中
町
一
七
│
八

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

新
地
歯
科
医
院

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
萩
崎
三
六
│
二

平
成
二
三
年
六
月

三
〇
日

こ
く
ぶ
薬
局
湯
川
店

会
津
若
松
市
湯
川
町
一
│
五
七

同

年
七
月

三
一
日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

鈴
木
正
典

東
白
川
郡
棚
倉
町
大

ス
ズ
キ
接
骨
院

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字

平
成
二
三
年
八

字
棚
倉
字
下
町
五
三
│

棚
倉
字
下
町
五
三
│
一

月
一
日

一
二

二

中
田
照
崇

石
川
郡
石
川
町
字
北

中
田
接
骨
院

石
川
郡
石
川
町
字
北
町

同

年
九

町
一

一

月
二
一
日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
件

(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号
。

以
下

｢

旧
告
示｣

と
い
う
。)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
旧
告
示
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の

告
示
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
検
査
と
み
な
す
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

五
中

｢
(

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応)

｣

を

｢
(

鶏
を
検
査
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
エ
ラ
イ
ザ
法

(

当

該
検
査
で
陽
性
が
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、
同
一
血
清
に
つ
い
て
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応)

、
鶏
以
外
の

家
き
ん
を
検
査
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応)

｣

に
改
め
る
。

(

畜

産

課)
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大
洲
松
川
線

路

線

名

公

告
相
馬
市
磯
部
字
芹
谷
地
二
五
四
番
三
九
地
先
か
ら

同

市
尾
浜
字
松
川
一
八
六
番
地
先
ま
で

工

事

の

区

間

平
成
二
三
年
一
〇

月
一
一
日

工
事
の
開
始
の
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に

よ
る
代
行
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

町
村
道
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
復
旧
等
道
路
工
事
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
管
理
課)

公
告
第
百
八
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
月
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
ト
館
ア
ト
リ
エ

三

代
表
者
の
氏
名

倉
本

信
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
北
町
一
番
地
の
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
幼
児
児
童
か
ら
青
少
年
そ
し
て
成
人
高
齢
者
に
い
た
る
方
々
に
対
し
て
、
生
涯
に

お
け
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
、
一
人
ひ
と
り
の
持
つ
能
力
を
出
し
切
れ
る
場
の
提
供
と
、
お
互

い
の
能
力
や
資
源
を
利
活
用
で
き
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
、
一
人
ひ
と
り
が
生
き

が
い
を
創
造
し
感
性
豊
か
な
人
間
性
を
高
め
健
や
か
に
人
間
ら
し
く
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
作
る
こ

と
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

そ
の
他
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

名

の
氏
名

石
堂
正
章
後
援
会

小
針

弘
士

吉
田

勝
昭

須
賀
川
市
宮
先
町
二
六

平
成
二
三
年

七
月
二
五
日

長
田
守
弘
後
援
会

大
泉

清

鈴
木

常
一

岩
瀬
郡
鏡
石
町
中
央
九
九

平
成
二
三
年

八
月
二
五
日

三
瓶
文
博
後
援
会

三
瓶

文
博

大
内

春
幸

田
村
郡
三
春
町
字
中
町
一

平
成
二
三
年

九
月
五
日

白
河
１
ミ
リ
の
会

大
竹

功
一

辻
本

辰
夫

白
河
市
年
貢
町
二
九

平
成
二
三
年

八
月
二
三
日

つ
じ
ま
さ
ひ
こ
後

森
田

啓
文

川
上

智
宏

郡
山
市
富
田
町
逆
池
下
一
│

平
成
二
三
年

援
会

六

１
Ｆ

九
月
一
二
日

に
い
つ
ま
か
お
り

新
谷

香
織

馬
場

秀
子

相
馬
市
尾
浜
字
南
ノ
入
二

平
成
二
三
年

と
相
馬
の
未
来
を

四
一
│
三

九
月
二
六
日

考
え
る
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

政
党
の
支
部

内

容

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

届
出
年
月
日

新

旧

自
由
民
主
党
白
河

会
計
責
任
者

斉
藤

眞
人

吉
田

勝
実

平
成
二
三
年

市
総
支
部

九
月
二
一
日

自
由
民
主
党
福
島

事
務
所
所
在
地

い
わ
き
市
常
磐
水

い
わ
き
市
常
磐
上

平
成
二
三
年

県
い
わ
き
市
第
六

野
谷
町
諏
訪
ヶ
崎

湯
長
谷
町
上
の
台

七
月
二
五
日

支
部

一
│
一

三
六
カ
ル
チ
ャ
ー

ゆ
な
が
や
Ａ
号

自
由
民
主
党
福
島

代
表
者

菅
家

一
郎

吉
野

正
芳

平
成
二
三
年

県
第
四
選
挙
区
支

八
月
二
二
日

部

会
計
責
任
者

谷
ヶ
城

慶
二

渡
部

誠
一
郎

事
務
所
所
在
地

会
津
若
松
市
東
栄

会
津
若
松
市
日
新

町
五
│
一
九
菅
家

町
一
四
│
二
九
平

ビ
ル
２
Ｆ

出
孝
朗
事
務
所
内

自
由
民
主
党
福
島

代
表
者

渡
邉

泰
夫

星

久
守

平
成
二
三
年

県
ト
ラ
ッ
ク
支
部

八
月
一
一
日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

内

容

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

届
出
年
月
日

新

旧

石
堂
正
章
後
援
会

会
計
責
任
者

�
沼

完
志

吉
田

勝
昭

平
成
二
三
年

八
月
一
日

一
清
会

国
会
議
員
関
係

法
第
十
九
条
の
七

国
会
議
員
関
係
政

平
成
二
三
年

政
治
団
体
の
区

第
一
項
第
二
号
に

治
団
体
以
外
の
政

八
月
二
九
日

分

係
る
国
会
議
員
関

治
団
体

係
政
治
団
体

公
職
の
候
補
者

菅
家

一
郎

の
氏
名
及
び
公

衆
議
院
議
員

職
の
種
類

大
内
康
司
後
援
会

代
表
者

鈴
木

健
夫

小
林

才
平

平
成
二
三
年

八
月
八
日

菅
家
一
郎
創
政
会

国
会
議
員
関
係

法
第
十
九
条
の
七

国
会
議
員
関
係
政

平
成
二
三
年

政
治
団
体
の
区

第
一
項
第
一
号
及

治
団
体
以
外
の
政

八
月
二
九
日

分

び
第
二
号
に
係
る

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

公
職
の
候
補
者

菅
家

一
郎

の
氏
名
及
び
公

衆
議
院
議
員

職
の
種
類

菅
家
一
郎
連
合
後

国
会
議
員
関
係

法
第
十
九
条
の
七

国
会
議
員
関
係
政

平
成
二
三
年

援
会

政
治
団
体
の
区

第
一
項
第
二
号
に

治
団
体
以
外
の
政

八
月
二
九
日

分

係
る
国
会
議
員
関

治
団
体

係
政
治
団
体

公
職
の
候
補
者

菅
家

一
郎

の
氏
名
及
び
公

衆
議
院
議
員

職
の
種
類

車
田
け
ん
ぞ
う
後

事
務
所
所
在
地

須
賀
川
市
西
川
山

須
賀
川
市
卸
町
二

平
成
二
三
年

援
会

本
一
三
七
│
一

五

七
月
二
〇
日

光
輝
会

事
務
所
所
在
地

い
わ
き
市
常
磐
水

い
わ
き
市
常
磐
上

平
成
二
三
年

野
谷
町
諏
訪
ヶ
崎

湯
長
谷
町
上
の
台

七
月
一
五
日

一
│
一

三
六
カ
ル
チ
ャ
ー

ゆ
な
が
や
Ａ
号

清
水
敏
男
後
援
会

事
務
所
所
在
地

い
わ
き
市
常
磐
水

い
わ
き
市
常
磐
上

平
成
二
三
年
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野
谷
町
諏
訪
ヶ
崎

湯
長
谷
町
上
の
台

七
月
一
五
日

一
│
一

三
六
カ
ル
チ
ャ
ー

ゆ
な
が
や
Ａ
号

成
田
し
ん
一
後
援

事
務
所
所
在
地

会
津
若
松
市
北
会

会
津
若
松
市
北
会

平
成
二
三
年

会

津
町
下
米
塚
七
〇

津
町
東
小
松
二
二

八
月
二
二
日

三

四
八

萩
原
太
郎
後
援
会

事
務
所
所
在
地

福
島
市
山
口
字
下

福
島
市
岡
部
字
西

平
成
二
三
年

屋
敷
二
八
│
二

原
六
六

八
月
三
日

福
島
県
税
理
士
政

会
計
責
任
者

川
田

美
緒
子

長
嶋

理
一
郎

平
成
二
三
年

治
連
盟
喜
多
方
支

七
月
二
八
日

部福
島
県
ト
ラ
ッ
ク

代
表
者

渡
邉

泰
夫

星

久
守

平
成
二
三
年

政
策
推
進
協
議
会

八
月
一
一
日

福
島
県
農
業
者
政

代
表
者

富
塚

正

安
藤

善
凱

平
成
二
三
年

治
連
盟
た
む
ら
支

七
月
二
七
日

部星
公
正
後
援
会

事
務
所
所
在
地

南
会
津
郡
南
会
津

南
会
津
郡
南
会
津

平
成
二
三
年

町
田
島
字
鎌
倉
崎

町
和
泉
田
字
稲
場

九
月
一
五
日

乙
一
七
│
三

五
六
〇
八

水
野
さ
ち
こ
後
援

事
務
所
所
在
地

会
津
若
松
市
北
青

会
津
若
松
市
和
田

平
成
二
三
年

会

木
二
│
五
九

一
丁
目
八
│
二

九
月
一
六
日

む
ろ
い
照
平
後
援

政
治
団
体
の
名

む
ろ
い
照
平
後
援

室
井
照
平
後
援
会

平
成
二
三
年

会

称

会

九
月
二
一
日

事
務
所
所
在
地

会
津
若
松
市
東
栄

会
津
若
松
市
南
花

町
四
│
一
九

畑
三
│
三
六

矢
内
よ
し
ま
さ
後

代
表
者

鈴
木

勝
徳

鈴
木

正
則

平
成
二
三
年

援
会

七
月
二
五
日

会
計
責
任
者

小
木

改
治

矢
内

信
一
郎

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
理
由

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た

年
月
日

国
民
新
党
憲
友
会
福
島
県
支
部

解
散

平
成
二
三
年
七
月
一
五
日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
理
由

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た

年
月
日

十
文
字
忠
一
後
援
会

解
散

平
成
二
三
年
七
月
二
四
日

山
本
た
だ
お
後
援
会

同

平
成
二
三
年
七
月
一
〇
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

内

容

届
出
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

異
動
事
項

の
名
称

新

旧

菅
家

一
郎

衆
議
院
議
員

菅
家
一
郎
創
政

公
職
の
種

衆
議
院
議
員

会
津
若
松
市

会

類

長

室
井

照
平

会
津
若
松
市

む
ろ
い
照
平
後

資
金
管
理

む
ろ
い
照
平

室
井
照
平
後

平成23年10月11日 火曜日 福 島 県 報 第2324号366



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

三
四
一

ペ
ー
ジ

上 段

目
次
中

行

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

正

土
地
改
良
区
の
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件 誤

長

援
会

団
体
の
名

後
援
会

援
会

称主
た
る
事

会
津
若
松
市

会
津
若
松
市

務
所
の
所

東
栄
町
四
│

南
花
畑
三
│

在
地

一
九

三
六

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

届
出
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

届

出

年

月

日

十
文
字

忠
一

白
河
市
議
会
議
員

十
文
字
忠
一
後
援
会

平
成
二
三
年
七
月
二
七
日

山
本

忠
男

白
河
市
議
会
議
員

山
本
た
だ
お
後
援
会

平
成
二
三
年
七
月
二
六
日

正

誤

○
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
付
け
定
例
第
二
千
三
百
十
八
号
中
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